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第 12章 湿地性ビオトープ管理計画（案） 
  

本事業の実施に伴い消失が予測される保全すべき種に関する生育・生息地の代償として、湿地

性ビオトープの創出とそこへの保全すべき植物種の移植を計画している。湿地性ビオトープは、

適切な維持管理を実施しない場合、雑草等が繁茂して保全すべき種の生育・生息空間としての機

能が衰退することが想定されるため、湿地性ビオトープの適切な維持管理手法について検討を行

った。

なお、創出した湿地性ビオトープは幸手市に移管され、移管後の管理は幸手市が行う計画であ

る。

１．目標設定 

保全すべき種の生育・生息が継続的に維持できるよう、保全すべき種の生育・生息地（水

田、放棄水田、水路等）と近似の以下の環境を形成することを目標とする。

陸域：水田周辺の農道や畦等に近似し、保全すべき種が生育する草地環境を形成

水域：水田や水路等に近似し、保全すべき種が生育・生息する水環境を形成

２．維持管理の実施手法 

2- 1 陸域 

①草刈り 

セイタカアワダチソウ等草丈が高く密生するため保全すべき種を被圧する可能性が高い

競合植物の生育を抑制する。保全すべき種は原則として草刈り耐性に富むものと想定される

が、ダメージを軽減するため、地上 10cm程度の高刈りとする。実施時期は 6 月頃と 8 月頃

の年 2回を基本とし、必要に応じて頻度を追加する。 

②外来種駆除 

特定外来生物やクズ等つる植物が繁茂した場合には適宜駆除等を行う。なお、特定外来生

物の生体の運搬（持ち出し）は外来生物法＊により原則禁止されていることから、特定外来

生物の刈取り後の処理方法については、関係諸機関と調整の上、適切に処分する。 

＊外来生物法：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

③耕起 

草刈りで効果が薄い場合は春季に表土を耕耘し、特に多年生植物の出芽を抑制する。 

2- 2 水域 

①草刈り 

水域に繁茂しやすい抽水植物（ヨシ・ガマ・マコモ等）を刈り取る。ただし抽水植物群落

は動物の生息空間として有用であるため、一部に刈り残しておく。実施時期は 6月頃と 8月

頃の年 2回を基本とし、必要に応じて頻度を追加する。 

②外来種駆除 

オオフサモ等外来水草が多数確認された場合には適宜駆除を行う。なお、特定外来生物の
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生体の運搬（持ち出し）は外来生物法により原則禁止されていることから、特定外来生物の

刈取り後の処理方法については、関係諸機関と調整の上、適切に処分する。 

③底泥等の浚渫 

水域の湛水状況を維持するため、必要に応じて水域内に堆積した泥や有機物等を浚渫する

（特にビオトープ下流に堰ができて水路と分断されないよう留意）。 

表 12- 1 湿地性ビオトープの管理内容 

場所 管理項目 内容 時期 
草刈り セイタカアワダチソウ等の高茎雑草類や雑木

類の抑制管理。人力または機械により雑草類
の地上部を刈り取る。*1 

6、8月頃*4 

外来種駆除*2 侵略的外来生物を駆除または抑制管理 適宜 

陸域 

耕起*3 人力または機械で表土を耕し、土を軟化する
とともに、多年生雑草類の生長を抑制する。 

4月 

草刈り ヨシ・ガマ・マコモ等抽水植物の抑制管理。
人力または機械により地上部を刈り取る。動
物の生息空間確保のため、一部（1割程度）を
残す。 

6、8月頃*4 

外来種駆除*2 侵略的外来生物を駆除または抑制管理 適宜 

水域お
よび水
際 

底泥等の浚渫*2 水路底に堆積している土砂や有機物、ゴミ等
を除去する。 

適宜 

*1 刈り取りによる保全対象植物への影響を軽減するため、地上から約 10cm程度の高刈りとする。 
なお、ミゾコウジュは越年草であり、夏季は地上部が消失するため影響はないと想定される。 

*2 必要に応じて実施する。 
*3 草刈りのみで効果が薄い場合に実施する。 
*4 効果が薄い場合は必要に応じて頻度を増やす。 

 
 
 

３．モニタリング 

移植した保全すべき植物種の生育状況の確認及びビオトープの状況確認のため、春季と夏季に

モニタリングを行い、モニタリングの結果を踏まえて順応的管理に努める。






